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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科補綴を製造するための方法であって、
　開始剤系は活性剤と開始剤からの組み合わせの形で、空間的に分離された形で存在し、
　以下の工程：
Ａ）液体の形の少なくとも１種の重合可能な成分、および
Ｂ）少なくとも１種の開始剤を減感された形態で含有する粉末成分
を混合して、注入の間に分離を起こさない粘稠度を有するペーストを作製する工程、
　前記ペーストをリザーバーからキュベットに注入する工程、
　加熱によって前記混合物を重合させる工程、
を有し、
　前記活性剤は、重合可能な成分中に存在し、
　前記粉末成分中での前記開始剤の減感は、パールポリマー中でカプセル化によって行い
、
　前記キュベット内での前記混合物の加熱は、温度上昇が「温度前線」の形で起こるよう
に行い、当該温度前線は、重合されていない前記混合物を有するリザーバーとは反対側の
キュベットで始まり、キュベット内で重合を開始させ、
　前記重合を、３０℃～５０℃の範囲で選択的に熱を導入することにより制御し、
　重合により引き起こされる収縮は、重合されていない補綴材料をキュベット内へ再加圧
することにより調整される、前記方法。
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【請求項２】
　前記混合を５～１０分行うことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記重合可能な成分Ａが（メタ）アクリレートであることを特徴とする、請求項１又は
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記パールポリマーが成分Ａ中で膨潤性であることを特徴とする、請求項１から３まで
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記パールポリマーが、（メタ）アクリレートを含むことを特徴とする、請求項１から
４までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記開始剤として、常温硬化用又は熱硬化用の開始剤を用いることを特徴とする、請求
項１から５までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記開始剤が、常温硬化開始剤であることを特徴とする、請求項１から５までのいずれ
か１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科分野で使用可能なプラスチック成形部材、とりわけ歯科補綴を製造する
材料、およびそれらの使用に関する。
【０００２】
　長年にわたって、歯科補綴を製造することができる様々な材料、および方式が開発され
てきた。
【０００３】
　重合の実施のために適用される温度に関しては、熱硬化系、および常温硬化系の間で異
なる。両系の境界は、ＩＳＯ１５６７：２０００により６５℃に規定されている。分類の
ためのさらなる可能性は、用意されたキュベットへの、重合可能な補綴材料の導入方法で
ある。この際、いわゆる注入法が特に有利である。
【０００４】
　出発材料に関しては、一方では広く普及している粉末－液体系において、他方では１成
分系において、さらなる区分が行われる。粉末－液体系はこの際、絶対的に優勢であり、
かつ１のモノマー混合物（主としてメチル（メタ）アクリラート）、およびほとんどの場
合メチル（メタ）アクリラートのホモポリマー、またはコポリマーから成るポリマーから
の粉末から成り、かつその上さらなる充填材、および着色顔料を含むことができる。
【０００５】
　両方の場合において必要となる、重合のための開始剤系は、基本的に常に成分中に含ま
れている。自己硬化系においてはたいてい、開始剤系が両方の成分（粉末と液体）に分散
されており、かつ成分の混合の際に一緒になる。混合物が製造されると、硬化が行われる
まで一定の取り扱い時間しか残らない。この硬化はほとんどの化学反応において公知なよ
うに、温度の上昇によって短縮することができる。熱硬化系においては、開始剤はたいて
いポリマー成分中に含まれ、かつ混合後にモノマー母材中に分散される。この熱硬化系の
活性化、ならびにたいてい過酸化物を含む一成分系の活性化もまた、ほとんどエネルギー
供給（加熱、マイクロ波エネルギーなど）によって行われる。
【０００６】
　これまでに様々な注入法が公知になっているが、それらは今なお一連の欠点を有してい
る。
【０００７】
　熱可塑性注入法は、プラスチック射出成形の場合と似て、通常は架橋不能な熱可塑性プ



(3) JP 5455378 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

ラスチックを加工し、該プラスチックをそのプラスチックの軟化点以上でキュベットに注
入する。架橋していないことによって、機械的および化学的特性が多くの場合不充分であ
り、結果としてこの方法は一度も実施されたことがない。
【０００８】
　広く普及された注入技術の方式は、常温硬化性補綴プラスチックの加工であり、この場
合Ｓｃｈｕｅｔｚ　Ｄｅｎｔａｌ社とＫｕｌｚｅｒ社の補綴方法が主流である。これらの
方法の欠点は、この場合自己活性化性開始剤系を使用することであり、該系は補綴材料内
で均一に作用し、かつほとんどの熱が発生するその場所で、最速で進行する。この場合、
重合の際に生じる体積収縮を補償することは不可能であり、その結果しばしば、患者の容
態に応じた補綴の適合の際、後処理が必要になる。しかしながらこれらの方法の利点は、
比較的短い工程時間である。
【０００９】
　近年開発された方式、もしくは方法改善もまた、問題の低減につながっているだけであ
り、実際に問題を解決することはできない。
【００１０】
　熱硬化性補綴材料の加工においては、重合は温度上昇により誘発される。これらの材料
の加工における利点は、高いモノマー反応率、ひいては僅少な残留モノマー、および補綴
の高い化学的安定性に見られるが、工程時間は明らかに比較的長く、かつ適合精度は、し
ばしば比較的悪い。
【００１１】
　最も進んだ方法は、Ｉｖｏｃｌａｒ　Ｖｉｖａｄｅｎｔ　ＡＧのＩｖｏｃａｐ法（同様
に熱硬化法）であり、該方法は必ず生じる化学的重合収縮を実質的に完全に補償すること
ができる。これは重合の間の適切な熱供給、ならびにまだ重合されていない材料の高い注
入圧によって保証されるものである。重合された成形部材を室温で冷却する際に起こる熱
収縮のみはこの場合補償することができない。
【００１２】
　ＤＥ９４０４９３より、（メタ）アクリラートベースの２のパールポリマーの組成物が
公知である。この組成物の課題は、混練特性、および加工特性を有利に変更することであ
る。この目的は、混練物（Ｔｅｉｇ）を可能な限り素早く可塑性の混練可能な状態にする
ことによって達成され、こうして混練物を接着性無しでキュベットに導入することができ
る。
【００１３】
　ＤＥ２４０８６４０からは、（メタ）アクリラートベースの注型プラスチックによる、
収縮問題の解決が提案されている。この際生じる、モノマーの著しい重合収縮は、混合物
内のモノマー相割合の減少によって低下させるのが望ましい。これは、モノマーに部分的
にモノマーに溶解する固体を添加することによって達成される。秤量された粒径分布はそ
の上、個々の充填材の、もしくはポリマーパールの間隙を減少させ、かつこうして可能な
限り僅少なモノマー含有率において最適な流れ特性を可能にする。開始剤もしくは補助開
始剤は系内で遊離して存在する。従ってそれらは、極めて反応性であり、かつ熱的に制御
される重合には適していない。
【００１４】
　公開公報ＤＥ１９９４１８２９Ａ１から、安定的な、レオロジー特性においてはそれ以
上変更不能な混合物によって特徴付けられる、２成分から成るペースト－ペースト系は公
知である。ポリマーもしくは充填材はモノマー相中で膨潤しない。このような混合物の場
合に不利なのは、充填材と母材の間の結合が存在せず、かつ開始剤を含有する混合物の貯
蔵安定性が不充分なことである。
【００１５】
　ＤＥ１９７０６０６４Ａ１より、熱硬化性の、充填／プレス技術において加工可能な歯
科用の１成分材料は公知である。この材料はメチル（メタ）アクリラートを含まず、一定
の残留過酸化物含分を有するＰＭＭＡのパールポリマーを充填材として含む、他の公知の
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多官能性の（メタ）アクリラートモノマーを含む。これらは膨潤し、加工可能な混練物を
もたらす。ただしこれらのペーストは、パールポリマーがそれらの製造工程よりなお過酸
化物の残留含分を有するので、貯蔵安定性ではない。従ってこの公開公報の実施例におい
てはさらに希釈し、ペーストを反応性が高すぎないようにし、かつ貯蔵安定性をそれ以上
減少させないようにする。
【００１６】
　ＤＥ２３１２９３４より、二成分の熱重合体のための注入法は公知である。重合の直前
に混合された過酸化物を含む混練物を型に注入する。水浴内でキュベットの形状部を介し
て制御しながら温度をキュベット内部に伝達し、その場所で熱により重合反応は比較的高
い温度で開始される。しかしながら、この方式を用いて自己重合する材料を加工すること
はできない。
【００１７】
　ＤＥ２４０３２１１より、歯科用の複合材料のための無機マイクロフィラーは公知であ
る。この材料は充填ペーストと歯科用ペーストのための使用に好適である。補綴用プラス
チックもまた、周辺的に言及されている。
【００１８】
　ＤＥ６４０４９３２２より、（メタ）アクリル酸エステルとそれらの混合ポリマーから
成るパールポリマーからの混合物は公知である。この明細書によれば、このパールポリマ
ーの混合物の使用により、加工特性を明らかに改善することができる。しかしながら、自
己重合工程はこの引用から公知ではない。
【００１９】
　ＵＳ５，１５４，７６２は、２成分から成る医療用または歯科用セメントを記載してい
る。これら二つの成分は、その都度マイクロカプセル化されていることもできる、その都
度レドックス系の成分を含む。これによって双方のセメント成分の貯蔵安定性を高める。
双方のマイクロカプセル化された成分の少なくとも一方は、この際有利には水溶性である
。
【００２０】
　ＤＥ１０１３７９６８Ａ１より、２成分系ベースの歯科用充填材料は公知である。この
場合、高沸点性のメタクリラートベースの反応樹脂内で歯科用充填材が使用される。
【００２１】
　ＤＥ１５４４９２４Ａ１より、ポリマーパールにおいて過酸化物を使用することは公知
である。ただし過酸化物は、モノマーの添加によって初めて活性剤のために利用可能にな
る。
【００２２】
　ＤＥ１０３５５９９２Ａ１、ＤＥ１９８４１３４２Ａ１、およびＤＥ１０３３９３２９
Ａ１より、開始剤を減感させることはさらに公知である。ただしこの減感は化学的手法を
用いて行われる。例えばこのためにフタル酸エステルが使用される。結果的にこのことは
、歯科用目的には不十分な品質を有するポリマーにつながる。
【００２３】
　従って本発明の課題は、常温重合（低い重合温度、僅少な熱収縮、短い工程時間）の利
点を、これまでの注入法の優れた特性（歯への良好な接着性、重合収縮の実質的に完全な
補償、高い表面特性、および良好な臨床的安定性）と結びつける方式を提供することであ
る。
【００２４】
　この課題は、
Ａ）少なくとも１の重合可能な成分、および
Ｂ）減感された形での、少なくとも１の開始剤
を含む、歯科分野において使用可能なプラスチック成形部材を製造するための材料によっ
て解決される。
【００２５】
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　成分Ａのための材料として実用的には、歯科技術、とりわけ補綴の製造に適しているす
べてのモノマーが考慮される。特に好ましくは、（メタ）アクリラートの使用、極めて特
に好ましくは、メチルメタクリラートの使用である。
【００２６】
　成分Ｂ中には好ましくは、好適には複数の成分から成る開始剤系が含まれている。これ
らは、複数の開始剤、または複数の活性剤であることもできる。同様に、開始剤と活性剤
とからなる混合物であることも可能である。特に好ましい実施形態において開始剤系は、
空間的に分離された形での、活性剤と開始剤からの組み合わせの形で存在する。特に好ま
しくはこの際、少なくとも１の活性剤、および少なくとも１の開始剤を含む開始剤系であ
る。
【００２７】
　本発明の意味において、前述の開始剤系の個々の成分の空間的な分離とは、これらの成
分の分離が、例えばポリマーにおけるカプセル化によって行われ、ひいてはさらに重合開
始を誘発することができないということと理解される。さらには同様に、開始剤系の個別
の成分が、成分Ａ中にも含まれていることも可能である。
【００２８】
　本発明によれば開始剤系は、ラジカル形成によって重合反応を誘発する、少なくとも１
の開始剤を含む。さらに付加的には、このラジカル形成、ひいては重合反応の開始を促進
させる、活性剤を使用することができる。レドックス系を使用すれば、なおさらなる成分
を使用することができる。重合（熱重合、常温重合、または光重合）の目的種類に従って
、本発明によれば少なくとも１の重合に必要な開始剤系の成分を減感する。こうしてまた
、活性剤または開始剤のどちらかが減感されていることができる。活性剤も開始剤も減感
されている変法もまた有利である。
【００２９】
　減感とは、本発明の意味においては反応性の低下と理解される。これはつまり、開始剤
系が単に重合開始の遅延を認容するということである。このことにより、成分ＡおよびＢ
が比較的長く貯蔵可能になり、かつ作業の際充分な取扱時間を保証することができ、かつ
事前に重合が行われなくなる。
【００３０】
　本発明によれば、減感は好ましくは開始剤系成分のカプセル化によって、好適にはパー
ルポリマー中のカプセル化によって達成される。
【００３１】
　記載される減感を用いて、室温で熱の適切な供給のもと、すなわち１２～２８℃の温度
において非常に不活性な系において、開始剤の、および／または活性剤の放出を達成する
ことができる。このような系は、これまで通常の化学的系の減感において、達成すること
ができなかった。このような化学的減感はつまり、重合バッチ、ならびにエネルギー収支
に悪影響をもたらす。とりわけこのような化学系を用いて、歯科分野に望まれる低い残留
モノマー含分を達成することができない。
【００３２】
　従って本発明によれば、反応性成分の物理的なカプセル化を目的とする。このことは例
えば、モノマー中で溶解性の、熱供給透過性の保護被覆によって、またはマイクロパール
への重合導入によって行うことができる。マイクロカプセル化のための可能な方法は、そ
の場でのポリ反応、コアセルベーション法、表面反応法、ダブルエマルション法、相分離
法などである。成分は熱の供給による放出の後、直ちに反応することができ、かつ非常に
高いモノマー反応率を保証することができる。
【００３３】
　歯科分野で使用可能なプラスチック成形部材の、とりわけ歯科補綴の製造のための、本
発明による好ましい材料は、通常液体混合物から重合可能な歯科用モノマー、および適切
な固体充填材、ならびに歯科用モノマーの重合のために減感された形での少なくとも１の
開始剤（Ｂ）から成る、重合可能な成分（Ａ）から成る。特に好ましくはこの際、開始剤
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、または開始剤系の成分が、減感された形で充填材中に存在するか、もしくは準備されて
いる。
【００３４】
　本発明の好ましい変法において、パールの膨潤を液体モノマー混合物との混合後に初め
て行うことができるように、開始剤系の成分がパールポリマー内にカプセル化されるよう
に、開始剤系の減感が行われる。膨潤によって同時に、開始剤成分の遅延された放出が行
われる。
【００３５】
　重合反応の開始には、従来技術より、本発明により、すなわち減感されて同様に使用す
ることができる、多数の開始剤系が公知である。しかしながら好ましくは、ラジカル重合
のための開始剤を使用する。ラジカル重合のための開始剤としては、常温重合、および熱
重合のための、公知の開始剤が適しており、その際相応する準備装置を用いた光硬化も可
能である。
【００３６】
　適切な開始剤は例えば、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、第１３巻、Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃｉ出
版、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋなど、１９８８年、７５４ページ以降に記載されている。好ましい
開始剤は、過酸化物、例えばジベンゾイルペルオキシド、ジラウロイルペルオキシド、ｔ
ｅｒｔ．－ブチルペルオクトアート、ｔｅｒｔ．－ブチルペルベンゾアート、またはジ－
（ｔｅｒｔ．－ブチル）－ペルオキシド、またはアゾ化合物、例えばアゾビス－（イソブ
チロニトリル）（ＡＩＢＮ）、またはアゾ－ビス（４－シアンバレリアン酸）である。さ
らには熱硬化のために、ペルケタール、およびベンゾピナコールが同様に適している。過
酸化物、またはα－ジケトンによる開始の促進のために適しているのは、特に活性剤、例
えば芳香族アミンとの組み合わせである。開始剤系としてさらにはレドックス系を使用す
ることもでき、とりわけジベンゾイルペルオキシド、ジラウロイルペルオキシド、または
カンファーキノンと、アミン、例えばＮ，Ｎ－ジメチル－ｔ－トルイジン、Ｎ，Ｎ－ジヒ
ドロキシエチル－ｐ－トルイジン、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸ジエチルエステル、また
は他の構造的に類似の第三級アミンとの組み合わせを使用することができる。
【００３７】
　さらにはまた、過酸化物の他にさらにアスコルビン酸またはそれらの誘導体、バルビツ
ラート、またはスルフィン酸を還元剤として含む、レドックス系も使用することができる
。
【００３８】
　ＵＶ分野、または可視光分野のための適切な光開始剤は、Ｊ．Ｐ．Ｆｏｕａｓｓｉｅｒ
、Ｊ．Ｆ．Ｒａｂｅｋ（編）、Ｒａｄｉａｔｉｏｎ　Ｃｕｒｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、第ＩＩ巻、Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ａ
ｐｐｌｉｅｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ、Ｌｏｎｄｏｎ　ｕｎｄ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　１９９３年
、１５５～２３７ページに記載されている。好ましい光開始剤は、ベンゾインエーテル、
ジアルキルベンジルケタール、ジアルコキシアセトフェノン、アシルホスフィンオキシド
、ビスアシルホスフィンオキシド、α－ジケトン、例えば１０－フェナントレンキノン、
ジアセチル、フリル、アニシル、４，４’－ジクロロベンジル、４－４’－ジアルコキシ
ベンジル、およびカンファーキノンである。
【００３９】
　本発明によれば、重合は低い温度で開始する。重合の間、温度が上昇するにも関わらず
（反応の発熱）、温度は熱重合の場合より明らかに低い。このことにより同時に、２の重
要な工程パラメータ、および製品パラメータによい影響がもたらされる。一方では、室温
での冷却の際、熱的に引き起こされる補綴の収縮が減少し、かつ歯科用補綴の適合性が改
善され、かつ、一方では熱重合体のために必要な基準への温度上昇が省略され、かつ他方
重合の間の最高点と、室温もしくは離型温度の間の最高点の間の僅少な温度差異によって
、冷却工程が短くなるので、もう一方では工程時間が減少する。
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【００４０】
　歯の接着性（プラスチックの歯の場合）に関して、液体成分のモノマーによる補綴歯頸
の膨潤により引き起こされる、粉末－液体系の大きな利点は、維持される。この際、モノ
マー／モノマー混合物は歯頸の表面に侵入し、重合の際、そうして歯頸と補綴材料との良
好な結合をもたらす。セラミックの歯を使用する場合、高い機械的保持力の達成のために
いわゆるクラスプ（機械的かすがい）を使用する。
【００４１】
　さらに本発明の大きな利点は、従来技術から公知の、かつ適用者（歯科技術者）におい
て存在する技術を使用することができること、および新たな装置の購入が必要でないこと
にある。極めて特に好ましくは、Ｉｖｏｃａｐ法における、本発明による材料の使用であ
る。こうして重合の間、同様に収縮補償が問題なく可能になり、かつ重合により引き起こ
される収縮は、重合されていない補綴材料をキュベット内へ再加圧することにより調整さ
れる。この工程においては、高圧が適用されるため、高い材料特性（高い均一性、補綴材
料中に気泡なし）、平滑な表面、ひいては良好な臨床的安定性（低減されたプラーク沈着
および変色傾向）が得られる。
【００４２】
　適切な温度上昇によって、カプセル化された開始剤成分の放出を加速させることができ
る。このカプセル化は、粉末成分と液体成分との混合の際、重合可能な系の取り扱いのた
めの充分に長い時間を可能にすること、およびキュベットへの重合可能な材料の導入後、
（時間的かつ場所的に制御された）適切な温度上昇によってカプセル化された開始剤成分
の放出を加速させることができ、ひいては工程時間をプラスチック成形部材のサイズに適
合させることができるという利点を有する。キュベットの外の重合されていない補綴材料
を有するリザーバーはこの際、もちろん加熱されないので、このリザーバーから材料をキ
ュベットへと再加圧し、ひいてはプラスチックの重合収縮をキュベット内で調整すること
ができる。
【００４３】
　好ましくはキュベット内での材料の加熱は、温度上昇が「温度前線（Ｔｅｍｐｅｒａｔ
ｕｒｆｒｏｎｔ）」の形で行われるようにし、これは重合されていない材料を有するリザ
ーバーとは反対側のキュベットで始まり、そうして「遠く離れた」場所においてキュベッ
ト内で重合を開始するものである。重合反応の発熱によって、開始剤の放出はさらに加速
され、かつキュベット内部での接触領域への加熱が、最終的に開始剤が完全に放出され、
かつ重合が完全に行われるまで伝わる。
【００４４】
　従って本発明によれば、重合は適切な熱の導入により制御することができる。相応する
温度は、２０℃～９０℃の範囲、好適には３０℃～５０℃の範囲である。これはすなわち
、制御された熱の供給が重合を開始し、かつ制御するということである。本発明による材
料の使用においては、さらなる製造過程および作業過程においてさらなるエネルギーを供
給する。このことにより温度勾配が発生し、この温度勾配を調整することによって反応を
制御することができる。
【００４５】
　本発明による材料の加工の際の温度勾配は、２℃～３５℃の、好適には１２℃～２８℃
の開始温度から出発する。段階的に温度を引き続いて上昇させる。この際、個々の段階の
温度は２０℃～９０℃、好適には３５℃～４５℃の温度である。本発明による材料を用い
て、発生する重合収縮を再加圧された材料によって補償することが可能である。注入法に
おいて使用される容器はこの際、そのもともとの温度を保ち、かつ再加圧される材料を送
り込む。
【００４６】
　本発明による材料を好適には歯科分野に使用し、特に有利には歯科用補綴のための使用
である。本発明による材料を、特に有利には冒頭で述べた注入法と組み合わせて使用する
ことができる。
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【００４７】
　実施例を用いて、本発明による材料の、そのような注入法における使用を以下に記載す
る。
【００４８】
　混合物の製造
　ポリマー粉末を所定の混合比率でモノマーに添加し、良好に混合する。この際、顔料は
完全に系内に分散する。その後、得られた混合物を前部が封止された使い捨てカプセルに
注型する。重合されていない材料の粘稠度は、理想的には両成分の混合の後、流動性であ
るようなほど薄いのが望ましく、その結果撹拌混入された小気泡が浮き上がることができ
、かつ可能な限りカプセルリザーバー内に空気混入が存在しないようにする。
【００４９】
　同時にその材料をさらに混練し、その結果、混合物の「成熟度（Ｒｅｉｆｅ）」が増大
するとともに注入可能な混練物が生じるようにする。注入可能なとは、注入の間に分離を
起こし得ることなく、かつ流入の際、可能な限り層流であるほど、混練物の粘稠度が増加
するということを意味する。この粘稠度は、混合開始の５～１０分後に得られる。
【００５０】
　生じる化学的重合収縮は、公知のＩｖｏｃａｐ法と同様に、後から流れる材料によって
実質的には完全に補償される。この熱収縮は、通常の熱重合体、例えばＩｖｏｃａｐ法と
比較して、明らかに低減されている。
【００５１】
　冷却は、直接インジェクタにおいて例えば空気冷却を介して行われるか、またはキュベ
ットをインジェクタから取り外し、かつキュベットを室温で空気または冷たい流水で冷却
する。その後、キュベットを慣用の通り取り出す。この際重要なのは、キュベット内の温
度が、機械的要求における形状安定性が得られるほど低下していることである。
【００５２】
　自己硬化系の実施例
　調製物１のポリマー：
５５％　Ｄｅｇａｃｒｙｌ　Ｍ５２７（平均粒径約５０μｍ）
３０％　Ｄｅｇａｃｒｙｌ　ＭＷ３３２（平均粒径約４５μｍ）
７．５％　１－ベンジル－５－フェニルバルビツール酸（平均粒径約６５μｍ）を有する
、カプセル化された開始剤ポリマー
すなわち自己硬化のための開始剤系は、減感の目的でポリマー内に封止されている、バル
ビツール酸誘導体から成る。ポリマーとは、ＰＭＭＡのパールポリマーである。
７．５％　顔料、調整剤、安定剤、顔料のための担体ポリマーなど
　粉末混合法（例えばドラム混合機）内で、混合し、均質化する。
【００５３】
　この混合物を１０ｇの粉末／５ｇのモノマー（Ｉｖｏｃｌａｒ　Ｖｉｖａｄｅｎｔ　Ａ
Ｇ社のＰｒｏＢａｓｅ　Ｃｏｌｄ、リヒテンシュタイン）の比率で手により混合する。こ
の混合物は２３℃で４５分を越えて発熱反応を有するが、それにも関わらず混合物の完全
な硬化を達成するために充分なほど、開始剤含有率は高い。
【００５４】
　調製物２：
６０％　Ｄｅｇａｃｒｙｌ　Ｍ５２７（Ｒｏｅｈｍ　ＧｍｂＨ、平均粒径約５０μｍ）
３０％　Ｄｅｇａｃｒｙｌ　ＭＷ３３２（Ｒｏｅｈｍ　ＧｍｂＨ、平均粒径約４５μｍ）
２．５％　０．５％のＢＰＯを有する、カプセル化された開始剤ポリマー（平均粒径約６
５μｍ）
７．５％　顔料、調整剤、安定剤、顔料のための担体ポリマーなど
　粉末混合法（例えばドラム混合機）内で、混合し、均質化する。開始剤ポリマーはパー
ルポリマーであり、かつＭＭＡ（８５％）とエチレングリコールジメタクリラート（１５
％）からの１のコポリマーから成る。



(9) JP 5455378 B2 2014.3.26

10

20

30

【００５５】
　この混合物を、１０ｇの粉末／５ｇのモノマー（Ｉｖｏｃｌａｒ　Ｖｉｖａｄｅｎｔ　
ＡＧ社のＴｒｉｐｌｅｘ　Ｃｏｌｄ、リヒテンシュタイン）の比率で手により混合する。
この混合物は２３℃で４５分を越える発熱反応を有するが、それにも関わらず混合物の完
全な硬化を達成するために充分なほど、開始剤含有率は高い。
【００５６】
　熱硬化系の実施例
　調製物３
８０％　Ｄｅｇａｃｒｙｌ　Ｍ５２７（Ｒｏｅｈｍ　ＧｍｂＨ、平均粒径約５０μｍ）
２０％　０．５％のＡＩＢＮを有する、カプセル化された開始剤ポリマー（平均粒径約４
５μｍ）
　すなわち、熱硬化のための開始剤系は、減感の目的でポリマー内に封止されている、熱
重合開始剤ＡＩＢＮ（Ｎ，Ｎ－アゾビスイソブチロニトリル）から成る。開始剤コポリマ
ー（パールポリマー）は、ウレタンジメタクリラート（７０％）、ＭＭＡ（２５％）、お
よびエチレングリコールメタクリラート（５％）から成る。
【００５７】
　粉末混合法（例えばドラム混合機）で、混合し、均質化する。
【００５８】
　この混合物を１０ｇの粉末／５ｇのモノマー（Ｉｖｏｃｌａｒ　Ｖｉｖａｄｅｎｔ　Ａ
Ｇ社のＰｒｏＢａｓｅ　Ｈｏｔ、リヒテンシュタイン）の比率で手により混合する。この
混合物は、開始剤の減感により、混合状態で２３℃で数ヶ月間、貯蔵安定性である。それ
にも関わらず、熱硬化（＞６５℃）の際に混合物の完全な硬化を達成するために充分なほ
ど、開始剤含有率は高い。
【００５９】
　補綴の製造方法
　常温重合体、ならびに熱重合体のためのＩＳＯ１５６７：２０００の基準を満たす、調
製物１および調製物２は、補綴体へと加工することができる。
【００６０】
　さらには、調製物１および調製物２は、非常に延長された加工時間を有する、通常の常
温ポリマーとして注型技術、および充填技術において適用することができる。さらには、
補修材料として使用することができる。
【００６１】
　調製物３は、熱重合法において、いわゆる充填法において使用することができる。
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